
市議会を傍聴してみませんか

定例会（3月議会）の予定は次のとおりです。
と　き 内　容

2月 28日㈮ 午前10時～ 本会議（招集日、提案説明）
3月  ９  日㈪ 午前10時～ 本会議（一般質問）
3月10日㈫ 午前10時～ 本会議（一般質問）
3月11日㈬ 午前10時～ 本会議（一般質問）

3月12日㈭ 午前10時～ 本会議（一般質問、議案質疑）
本会議終了後 予算決算委員会

3月13日㈮ 午前10時～ 総務委員会
委員会終了後 総務分科会

3月16日㈪ 午前10時～ 福祉厚生委員会
委員会終了後 福祉厚生分科会

3月17日㈫ 午前10時～ 文教建設委員会
委員会終了後 文教建設分科会

3月23日㈪ 午前10時～ 予算決算委員会
3月24日㈫ 午前10時～ 本会議（最終日）

※議事の都合により日程が変更になる場合があります。
※市議会では、本会議および委員会の様子をインター
ネットを利用してライブ中継・録画映像配信をしてい
ます。

※傍聴を希望される方は議会事務局にて傍聴証をお受
け取りください。
申込み　当日、議会事務局（東庁舎3階）

議会事務局（☎ 76‐1168）

「一時多量ごみ（引越しごみ）」
はごみ集積場に出せません！

引越しなどにより一時的に多量に出るごみ（一
時多量ごみ）は、ごみ集積場へ出せません。一時
多量ごみをごみ集積場に出すと、他の利用者の排
出が困難になり、収集効率の低下や交通の妨げに
なりますので、絶対にやめてください。
処理方法
▶一般廃棄物収集運搬許可業者に依頼する
　（収集運搬料金が必要）
▶自分で持ち込む
•資源：資源回収ステーションへ持ち込む（無料）
•燃やすごみ、破砕ごみ、粗大ごみ：小牧岩倉エ
コルセンターへ持ち込む（処分料が必要）

※許可業者や持込先などについては、市ホームページをご
覧いただくか、ごみ政策課までお問い合わせください。

ごみ政策課（☎ 76‐1187）

３月１６日～３１日は幼児教育・
保育の無償化に係る施設等利用
給付費の請求を行う期間です。

（認可外保育施設・一時預かり等）

対象者　子育てのための施設等利用給付2号認定、
3号認定を受けられた方のうち、下記の施設・
事業を利用している方（※幼稚園在園児を除く）
①認可外保育施設、②病児保育事業、③一時預か
り事業、④ファミリーサポートセンター事業
請求期間　３月 16日㈪～ 31日㈫
請求方法　請求書に「領収証の写し」と「提供証
明書」を添付し、郵送または直接幼児教育・保
育課。郵送の場合は、３月 31 日㈫必着。詳し
くは市ホームページをご覧ください。

幼児教育・保育課
（〒 485‐8650住所不要　☎ 76‐1130）

都市計画公園の変更
みどり公園課（☎ 76‐1192）

尾張都市計画公園 2・2・767号「本田会館北
公園」を追加しました。
関係図書はみどり公園課で縦覧できます。
とき　午前 8時 30分～午後 5時 15分　
　※閉庁日は除く
ところ　みどり公園課（東庁舎 2階 )
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空き家バンクを利用しませんか？
総合的な空家等対策を推進するとともに、「住みたくな
る」、「住みつづけたい」小牧を目指し、2月 20日㈭から、
県宅地建物取引業協会と連携・協力し、「小牧市空き家バ
ンク」を開設します。
利用を希望される方は、県宅地建物取引業協会 空き家
相談窓口（☎052‐522‐2567）までお問い合わせください。

都市計画課（☎ 39‐6534）

空き家の賃貸・売却を希望する所有者から提供
された情報を集約し、空き家をこれから利用・活
用したいとお考えの方に紹介する制度です。

空き家バンクとは

▲県宅地建物取引業　
　協会ホームページ

▲市ホームページ

市からの
　お知らせ

マイナンバーカードが市民病院の
診察券として利用できます
市民病院　医事課（☎ 76‐1413）

市民病院では 3月 2日㈪（予定）から皆さんの
マイナンバーカードを、診察券として利用できる
ようになります。
予約受診の方は、お手持ちのマイナンバーカー
ドを再来受付機に通していただくことで診察券と
同様に受付ができます。
※利用するには事前にマイナンバーカードに診察券
情報の登録が必要です。
用意するもの
　・自身のマイナンバーカード
　・診察券
　上記をお持ちの上、市民病院２階（患者支援セ
ンター）にお越しください。
※午前中は窓口が混雑するためお
待ちいただく場合があります。

パブリックコメント「小牧市多文
化共生推進プラン（第２次プラン）
（案）」に関する意見募集

■ 意見募集の趣旨
平成 23年の小牧市多文化共生推進プラン（第
１次プラン）策定から９年が経過し、社会情勢が
変化したことなどを踏まえ、令和２年度からの新
たな計画（案）を策定しました。つきましては、
この計画（案）について、市民の皆さんからの意
見を募集します。
■ 提出方法
２月 17日㈪から３月 18日㈬（必着）までに、
所定の用紙（閲覧場所または市ホームページに用
意）に住所、氏名、意見を記入し、郵送、FAX、メー
ルまたは直接多文化共生推進室
■ 閲覧場所
市ホームページ、多文化共生推進室（本庁舎
２階）、情報公開コーナー（本庁舎１階）、東部・
味岡・北里の各市民センター
※閉庁時は、市ホームページのみの閲覧となります。

多文化共生推進室
（〒 485‐8650住所不要 ☎ 39‐6527
72‐2340 tabunka@city.komaki.lg.jp）

中小企業設備近代化助成金制度
の申請は２月２８日㈮までです

中小企業者が、平成 31年１月２日から令和 2年
1月 1日の間に取得し、市内に設置した償却資産
（建築設備、太陽光発電設備を除く機械・装置に限
る）に対して、その取得費用の一部を助成します。
平成 30年１月１日以前から同一事業を市内で継
続しており、税の滞納のない方が対象です。
対象　対象業種別の償却資産取得額
▶１設備 20万円以上
卸売業，小売業、物品賃貸業、学術研究，専門・
技術サービス業、宿泊業，飲食サービス業（飲
食店を除く）、生活関連サービス業、サービス業
▶１設備 100万円以上
鉱業，採石業，砂利採取業、建設業、製造業、
情報通信業、運輸業

※一部対象外業種があります。詳しくは市ホームペー
ジをご確認ください。
申込み ２月28日㈮までに、申請書（商工振興課、市
ホームページに用意）に必要書類を添えて商工振興課

商工振興課（☎ 76‐1112）

プラザハウス（☎78‐5016）

２月分修理再生品

ご希望の方に有料でお渡しします。当選の際は防
犯登録料 600円と自転車代 4,400 円が必要です。
申込者多数の場合は、3月１日㈰午前 10時から
プラザハウスで公開抽選を行います。
当選者へのみ郵送でお知らせしますが、当選後の
辞退はご遠慮ください。
修理再生品　自転車３台
対象　18歳以上で市内在住の方（１世帯１品）
　ただし、既当選者の方につきましては一部申込み
制限があります。
申込み　２月28日㈮までに、所定の用紙でプラザ
ハウス、ごみ政策課、東部・味岡・北里の各市
民センターから申し込んでください。必要事項を
記入の上、メールで申し込むこともできます。詳
しくは、市ホームページ（QRコード）をご覧く
ださい。実物はプラザハウスに展示しています。

▲詳細はこちら
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